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平成２２年９月定例議会 

                    平成２２年９月７日（火） 

村長 提案説明 

 

 本日ここに、平成２２年朝日村議会９月定例会を招集いたしました所、

議員の皆様方にはお揃いでご出席をいただき、厚くお礼を申しあげます。 

 

 まず初めに、 この９月１日、県民の期待を担ってスタートいたしました

阿部新知事に対し、この場をお借りして改めて心からお祝いを申しあげま

す。 

阿部知事におかれましては、長野県民として、都市型の政治を進めるの

ではなく、まず、県民の目線に立って県民のために、時代に即した県政運

営をご期待申しあげるものでございます。 

 

また、村井前知事におかれましては、４年間に亘り長野県政発展のため

様々な課題に取組まれ、知事と県民、知事と市町村、知事と県職員との関

係など多くの信頼関係の構築をされ、リーマンショック以来の景気の低迷

にも永い行政経験を生かされ、県民のリーダーとして積極的な取り組みを

されました。 

改めて、深く敬意を表すと共に、ご慰労申しあげるものでございます。 

 

さて、９月に入りましても松本地方は猛暑日が続いておりますが、今夏

の状況につきまして、去る１日に長野地方気象台が、今年の夏６月から８

月の気象状況を発表いたしました。これによりますと夏場３ヶ月の平均気

温は明治３１年、１１２年前から統計を開始して以来観測史上最高気温と

なりました。特に７月１７日の梅雨明け後は、連日３０℃以上の真夏日と

なり３５℃以上の猛暑日が続くなど酷暑の夏となり、熱中症による犠牲者

が多発し、地元の松本広域管内でも熱中症の救急搬送は７９件と過去最大

の状況でありました。 

幸いにも、当朝日村においてはこのような事例はなく安堵している所で

ございますが、引続き村民の皆様には水分の補給など体調には充分ご留意

をいただきたいと存じます。 

 

この様な気象条件の中で、当朝日村の主産業であります農業につきまし
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て、本年は春先の低温、６月の野菜価格の暴落により前半は厳しい状況で

の推移でしたが、夏場、高温の環境では、数量、価格ともに上昇し、販売

額では、８月末現在昨年を上回る１０４％の伸びとお聞きいたしておりま

す。 

いずれにいたしましても、現在の残暑、酷暑の中でも、古見原、西洗馬

原の農地につきましては、３５年前の昭和５０年に中信平総合開発事業に

より畑地かんがい施設が整備された事により、秋野菜の植付、定植作業が

旱ばつの影響もなく進められております。 

この事は、先人が取組みました朝日農業への想いに感謝の念を忘れては

ならないものでございます。 

 

 それでは、朝日村が当面しております懸案事項等につきまして申しあげ

ます。 

 

 初めに、本年度新規に取組みました事案につきまして、５ヶ月が経過し

ておりますので若干申しあげます。 

 少子高齢社会が進行し人口減少時代を迎えている中では、いかに人口の

確保、人口増対策を図るかは大きな課題でございます。そこで未婚者対策、

人口流入対策、働く場所の確保対策、子育て支援対策、誰でも安心して住

める魅力のある村づくり等々が挙げられますが、まず人口流入対策として、

本年度から定住促進担当を配置した取組みを行いました。 

現在は、空き家登録が３件、手続中が３件でございまして、その内１件

が空き家改修等補助制度を利用され入居いたしております。 

 なお、８月までの空き家情報の問合せは１７件あり、その内入居利用登

録は４件という状況でございます。 

 

 次に、働く場所の確保のため工場誘致等に積極的に取組んでおりますが、

まずは、我国のデフレ現象からの脱却、そして世界経済の成長により我国

経済の回復を、また円高による輸出産業の低迷は、まさにグローバル化し

た世界経済の中で、先を見通した迅速で的確な政府の対応が求められてお

ります。 

 この様な中で、本年度カンロ株式会社の１期工事につきましては、順調

に進捗いたしておりまして、来春の稼動に期待をいたしております。 

 また、株式会社東京堂の工場拡張要望に伴う取組みでございます。現在、

原新田工業団地で操業されております工場の拡張につきましては、現在の

工場の東側続きの 2ｈａにつきまして、地権者、下流の２期開田、及び墓
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地に関係する皆さんとの協議が整いましたので、同時に関係する諸手続を

進めてまいりました。現在は、農地転用申請及び開発行為許可の申請中で

ございまして、この２件が許可され次第用地買収に入り、来年３月中旬を

目途に造成工事を終了し、年度内に株式会社東京堂へ用地の売渡しを行い

たいと考えております。 

 なお、平成１７年に誘致をしました株式会社ＩＨＩシバウラにつきまし

ては、先程申しあげました我国の経済社会状態を諸に受けておりまして、

過日、西村社長と懇談をした折、現在は先の見通しが立たない状況であり、

暫くの間は当初計画しました２期、３期工事に着手できない実態でござい

ます。 

 

 次に、 子育て支援対策につきましては、４月にオープンいたしました「わ

くわく館」は大変好評をいただき、保育園に入園していない未就園児は、

保護者と共に、また小学生につきましては、放課後を始め夏休みの利用等、

わくわく館職員により予め計画をしたカリキュラムに添い、小学校とも連

携が図られ、活動をされております。 

 しかも、高齢者が毎週火曜日から金曜日まで週４日間「いきなサロン」

として利用されておりまして、順調なスタートとなっております。 

 そして、本年度改正をいたしました保育料につきましても、子育て支援

の一環といたしまして、近隣の市村では最低の料金で保護者の負担を大幅

に軽減いたしております。 

 また、子育て支援の充実は、人口増対策の大きな柱でございますことか

ら、今回新規に子宮頸がんを予防するワクチン接種につきまして、１０代

前半の女子に接種すれば、子宮頸がんの発症を約７０%予防が可能と言わ

れ、高い効果が期待されております。当朝日村では、本年度から小学校６

年生、１２歳を対象にワクチン接種の全額補助を行うため、今定例会に補

正予算をお願いしてございます。 

 この件につきましては、国、厚生労働省が来年度の予算要求を行うと報

道されております。 

 なお、県内市町村では、根羽村、南牧村の２村が全額補助を実施いたし

ております。 

 

 次に、健康センターの開設につきましては、ご案内のとおり再利用計画

が叫ばれておりました旧多目的施設を大改修し、村民の健康管理の拠点と

して４月にスタートをいたしました。以来、各種健康診断を始め、健康相

談など順調に進めております。 
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 なお、村民の皆様の健康管理ではアポプレキシー（脳卒中）のない健康

村活動を通して、本年度は村内 20 ヶ所で年３回づつ出前健康講座を行い、

自分自身の健康は自分で守る意識の高揚と、予防に対する認識を深めてい

ただくため、それぞれの出前講座に、より多くの皆さんの参加を願うもの

でございます。 

 

次に、下水道処理施設統合に伴います針尾、大道、御馬越施設の後利用

につきまして、７月に針尾、大道の加工所がＯＰＥＮいたしました。 

針尾加工所は、特産品を考える会の活動拠点として、従来の柿ドレッシ

ング、柿ソースを始め、餅つき機を導入いたしましたので、村民の皆様の

参加機会が増える事に期待をいたしております。 

また、大道加工所につきましては、村民の皆様が何時でもご利用いただ

ける加工施設として、今の時期はシソ、トマト、ブドウ、リンゴ等のジュ

ースやケチャップ造りに、冬季は自家用味噌造り等に、より多くの村民の

皆様から関心を持っていただき、ご利用いただけますよう期待をいたして

おります。 

御馬越の朝日村里づくり館につきましては、今月の２７日にＯＰＥＮの

運びとなり、間伐材を利用したバイオエタノールを始めとする実験研究施

設として、ＮＰＯ法人による運営が始まる事となりました。当朝日村とい

たしましては、時代の先端への取組みとなります事から注目してまいる所

存でございます。 

 

次に、 本年度実施いたしました太陽光発電の補助制度につきましては、

当初予算でお認めいただきました予算１００万円につきまして、早速応募

があり既に当初予算は全額支出しておりまして、現在未対応の申込が２件

ありますので、今定例会に追加補正をお願いしてございます。 

 

次に、県道御馬越塩尻停車場線整備促進期成同盟会についてでございま

す。 

この同盟会は、昭和５８年に塩尻市と朝日村を結ぶ重要な幹線道路とし

て、塩尻市と連携して整備促進を県に要望して来た所でございます。 

この活動で幾多の成果を挙げて来ましたが、昨今の社会経済情勢の変化、

住民ニーズの多様化等を考慮し、本年度を持って本同盟会を解散すること

となりました。 

今後につきましては、本県道につきまして、従来通り市村で連携を図り、

真に必要な道路の整備について、県に対し整備促進を継続して要望してい
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くものでございます。 

 

次に、塩尻・朝日衛生施設組合のごみ処理計画についてでございます。 

この事につきましては、６月議会で若干申しあげておりますが、塩尻・

朝日衛生施設組合の焼却施設でありますクリーンセンターは、運転開始後

２０年目を迎え、約８億円といわれております大規模改修が必要となって

おります。今回、改修工事８億円を投入いたしましても、１０年後には、

改めて新炉の建設が必要とされ、５０億円の投資が見込まれております。

この改修工事計画は、本年度と来年度に実施するとしておりまして、現在

改修事業を延期している状態でございます。 

また、ごみの排出量につきましては、分別収集の徹底や昨今の社会経済

環境を反映して、可燃ごみにつきましては当初計画より減少傾向となって

おります。 

そこで、近隣の各市村とも可燃ごみの将来計画を見据えた中で、去る７

月に、松本西部広域施設組合管理者の松本市長から、ごみ処理広域化への

取組み提案がされました。これを受け、当塩尻・朝日衛生施設組合と松本

西部広域施設組合とが、ごみの広域処理について具体的な検討を始めたと

ころでございます。 

今後は、両組合の廃棄物処理の事務形態の違いを見極めながら、ごみ共

同処理の具体的な内容について、 協議し調整してまいる所存でございます。 

なお、進捗状況及び経過等につきましては、必要に応じ議会に相談して

まいる所存でございます。 

 

次に、財政の健全化についてでございます。 

私は、朝日村が、朝日村として持続して行くために、また、村民の皆様

が、安心して暮らせる村づくりのために、財政の健全化・安定化は、極め

て重要な課題として取り組んでまいりました。 

今定例会では、村が取り扱っております、８会計の決算認定をお願いし

てございますが、お陰様で就任以来、議員の皆様を始め村民の皆様のご理

解とご協力により、また職員の努力により、村の財政は健全化・安定化に

向け着実に成果を挙げてきております。 

そこで、各自治体の健全化を表します、国が示す４つの指標（項目）の

うち、特に借金の返済比率を表します実質公債費比率につきましては、昨

年度２０年度決算で目標の 18％をクリアし、16.3％となりましたが、本

年度２１年度の決算では、更に１.６ポイント改善され、14.7％となりま

した。また、村が抱えております起債、いわゆる借金と、将来に亘り負担
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が 義 務 づ け ら れ て お り ま す 債 務 負 担 を 合 わ せ ま し た 全 会 計 で は 、 就 任 時

90 億円でございましたが、２１年度決算で 70 億円となり、20 億円の減

額をする事ができました。 

そして、貯金に当たります積立金につきましては、就任時 9 億 6 千万円

でありましたが、２１年度決算では 13 億８千万円となりまして、３ヵ年

で４億円の貯金をする事ができました。 

この、決算内容で重要なことは、経常収支比率でございます。経常収支

比率が高い程硬直した財政内容であり、新しい施策への投資ができない状

況となります。この様な状況で新しい事業に取り組むと、借金をしなけれ

ばできなくなります。 

当朝日村の経常収支比率は、２１年度決算 77.7％となりまして、昨年

度２０年度決算では 77.3％で、県内８０市町村の中で良い方から１１番

目でございましたので、本年度も良好と捉えております。この事が、村内

各種公共施設の改修等に、大型の投資ができました裏付となるものでござ

います。 

なお、２１年度決算報告による県内全市町村の公表は、今月の中旬以降

になると言われております。 

 

それでは、只今上程されました議案につきまして、ご説明を申しあげま

す。 

本日、提案いたしました議案は、専決処分１件、協議１件、公有財産の

譲渡１件、条例３件、決算８件、予算５件の計１９件でございます。 

 

まず、議案第５４号の専決処分につきましては、議会を召集する時間が

なく専決したものでございます。 

 

次に、 議案第５５号の協議につきましては、税の滞納整理につきまして、

県内の全自治体が広域連合を組織して対応をするものでございます。 

 

次に、議案第５６号につきましては、機会ある毎に申しあげて来ており

ますが、来年２３年７月にはテレビのデジタル化に伴いまして、有線テレ

ビ放送を、株式会社テレビ松本ケーブルテレビジョンに、設備を無償譲渡

するものでございます。 

 

次に、議案第５７号は、企業立地促進法に基づき、固定資産税の減免を

する条例の制定でございます。 
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次に、議案第５８号は、村営住宅への暴力団員の入居について、塩尻警

察署と協議した結果、制限をするものでございます。 

 

次に、議案第５９号は、国の指導に基づき、職員の給与条例を改正する

ものでございます。 

 

次に、議案第６０号から６７号の平成２１年度決算について申しあげま

す。 

平成２１年度の一般会計と７つの特別会計を合わせた決算総額は、歳入

が４７億 3,798 万円、歳出が４５億 1,700 万円となりました。形式収支

は２億 2,098 万円、また、翌年度へ繰り越す財源を差し引いた実質収支

は、１億 7,402 万円で、それぞれの会計で黒字決算となりました。 

このうち、一般会計につきましては、歳入が３１億 9,428 万円、歳出

が３０億 3,490 万円となり、形式収支は１億 5,937 万円、また、実質収

支は１億 1,241 万円の黒字決算となりました。 

一方、特別会計でも全７会計で黒字、若しくは、収支均衡の決算となり

ました。 

昨年度、一般会計で取組みました主要な事業について、若干申しあげま

す。 

懸案でありました堤防道路の買収、及び対応が遅れておりました内山沢

河川の改修等に、事業費１億 4,153 万円、下水道処理施設の統合に１億

3,705 万円、公民館及び周辺施設の整備等に 7,361 万円、小学校の校舎、

教材機器及び備品等に 5,645 万円、鳥獣被害防止対策フェンスの設置に

2,534 万円、公共交通対策の定期バス、デマンドタクシーの運行に 2,523

万円等が主なものでございます。 

これらの総額は、４億 5,921 万円となりまして、近年にない投資を行

うことができました。 

特に、公共施設の改修につきましては、従来から修理が延び延びになっ

ておりまして、今回の事業により施設の長持ち、いわゆる施設の延命対策

を行なうことができました。 

 

次に、議案第６８号から７２号につきましては、本年度の補正予算でご

ざいます。 

このうち、議案第 68 号の一般会計につきましては、２９８万円を追加

し、予算総額を２４億 4,319 万円とするものでございます。 
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主なものでは、先程子育て支援の中でも申しあげておりますが、小学校

６年生を対象に、村内医療機関の協力をいただき、子宮頸がん予防接種の

補助金、及び太陽光発電設置の補助金を追加するものでございます。 

 

以上、本日提案いたしました議案等につきましてご説明申しあげました

が、決算につきましては会計管理者から、条例、予算等につきましては、

担当課長及び担当者に補足説明をさせますので、よろしくご審議を賜りま

すようお願い申しあげます。 


